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Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止 

平 成 ２７ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２６ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

１ 表示・包装の適正化 

  表示（単位価格）の基準の推進（経済労働局）

基準で定めた対象店舗及び品目（加工食品・生

鮮食品・日用品）について、必要に応じて表示（単

位価格）状況を調査する。 

 

  包装(消費者包装)の基準の推進（経済労働局）

商品の中身に比べて、包装や容器が大きすぎた

り、包装や容器に経費をかけすぎたり、見せかけ

のごまかし包装等の過大包装や無理な詰め合わ

せ・抱き合わせを規制しているこの基準に基づき、

必要に応じ、事業者に対して包装の適正化を呼び

かける。 

 

  過剰包装の自粛（環境局） 

製品の適正包装を推進するため、市内の大手ス

ーパー・百貨店・商店街等の店舗に対し、過剰包

装となりがちな中元・歳暮時期を重点的に、簡易

包装及びレジ袋削減の推進について協力要請を行

い、事業者との連携を通じたごみ減量を推進する。

 

  食品表示の適正化の推進 

（健康福祉局・区役所・経済労働局）

① 食品表示法※に基づく監視指導 

食品表示法に基づき監視指導を実施し、違反

食品を排除する。特に、食品添加物表示、期限

表示、組換えＤＮＡ技術応用食品及びアレルギ

ー物質を含む旨の表示等について重点的に監視

指導を行う。 

※平成２７年４月１日施行 

 

② 健康増進法及び食品表示法に基づく適正化の

推進 

健康増進法及び食品表示法に基づき、栄養成

分の表示、健康保持増進効果に関する広告等に

ついて指導を実施する。また、栄養機能食品の

検査と特定保健用食品及び特別用途食品の表示

許可申請の受付を実施する。 

 

 

 

１ 表示・包装の適正化 

  表示（単位価格）の基準の推進 

対象品目の表示（単位価格）について、特に問

題が認められなかった。 

 

 

  包装（消費者包装）の基準の推進 

対象品目の品質表示について、特に問題が認め

られなかった。 

 

 

 

 

 

  過剰包装の自粛 

市内の大手スーパー・百貨店・商店街等の店舗

に対し、過剰包装自粛及びレジ袋削減の推進への

協力を要請した。 

中元時期      １，６１３件 

歳暮時期      １，６６３件 

 

  食品表示の適正化の推進 

 

① 食品衛生法に基づく監視指導 

表示違反件数                 ７０件 

 

 

 

 

 

 

② 健康増進法に基づく適正化の推進 

・表示違反件数 

・食品表示相談指導     ２２件 

・虚偽・誇大広告相談指導   ４件 

・試買検査件数 

・食品数           ２件 

（検査項目  ４種類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－

 

 

 

 

－
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Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止 

平 成 ２７ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２６ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

  包装食品の表示基準の推進（経済労働局） 

この基準は、「調理冷凍食品」、「かまぼこ類」の

２品目について、食品表示法で規定されている表

示項目に加えて、「原材料配合割合」や「でん粉含

有率」等を表示するよう事業者に義務づけている。

この基準について、消費者や事業者への啓発を

図るとともに、基準の内容の適宜見直しを行い、

必要に応じて改正を行う。 

 

 

  自動販売機の表示基準の推進（経済労働局） 

自動販売機で、めん類、ハンバーガー、弁当類

等の食品を提供する事業者に対して、自動販売機

に管理者の住所、氏名、電話番号等を表示するこ

とと定めているこの基準に基づき、対象となる自

動販売機の設置状況に応じ、消費者や事業者への

啓発を図る。また、基準の内容について見直しを

行い、必要に応じて改正を行う。 

 

  アフターサービスの基準の推進（経済労働局）

消費者が購入する家電製品､ガス及び石油機器、

カメラ等の耐久消費財を対象に「保証書」に記載

すべき内容等を定め､有料で修理した場合の修理

内容等を記載した書面の発行を義務づけたこの基

準について､必要に応じて消費者や事業者へ周知

し､アフターサービスの適正化を図る。また､基準

の内容について見直しを行い､必要に応じて改正

を行う。 

 

  家庭用品の品質表示の立入検査（経済労働局）

家庭用品品質表示法で指定された繊維製品・合

成樹脂加工品・雑貨工業品及び電気機械器具につ

いて､ 品目ごとに定められた適正な表示がなされ

ているかの立入検査を実施する。 

立入店舗数 １０店舗 

検 査 点 数 １，５００点 

 

２ 計量の適正化（経済労働局） 

  特定計量器(はかり)の定期検査 

取引・証明に使用しているはかりの性能・精度

及び検定証印等について検査し、適正な計量の実

施と消費者の利益を確保する。 

 

 

 

  包装食品の表示基準の推進 

対象品目の品質表示について、特に問題が認め

られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

  自動販売機の表示基準の推進 

対象となる自動販売機の設置について、特に問

題は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

  アフターサービスの基準の推進 

対象となる自動販売機の設置について、特に問

題は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

  家庭用品の品質表示の立入検査 

対象品目、８６品目中１９品目について立入検

査を実施したが、特に注意をする店舗はなかった。

立 入 検 査 ４ 回（ 8,1,2,3月  ） 

立入店舗数 １２ 店舗 

検 査 点 数 ９，２９１ 点 

 

 

２ 計量の適正化 

  特定計量器（はかり）の定期検査 

特定計量器定期検査実績 

検査戸数 検査機器数 適合機器数 適合率(%)

939 2,020 1,998 99.0

 

 

 

－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－

 

 

 

 

 

 

 

 

－
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Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止 

平 成 ２７ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２６ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

  特定計量器（はかり・各種メーター類）の立入検査等 

取引・証明に使用しているはかりや、市民の生

活に深く関わりのある各種メーター類（電気・水

道・ガス等）について、有効期間の確認や使用実

態の把握のため立入検査等を行う。 

また、家庭で使用されている特定計量器（体重

計・キッチンスケール・体温計等）については、

必要に応じ、実際に商品を購入して性能、精度の

確認・検査を行う。 

 

  商品量目立入検査 

食料品等の詰め込み販売をしているスーパーな

どの事業所で、商品の量目、表示及びはかりの使

用状況等の確認のため立入検査を行う。 

また、商品の生産・加工をしている事業所に対

して、量産された商品の量目検査及び計量管理の

状況等の確認のため立入検査を行う。 

 

  商品量目試買検査 

仕入商品等、店頭での立入検査では対応できな

い商品については実際に商品を購入し、量目、表

示等の検査を行う。 

 

  計量展示室の公開 

計量検査所内の計量展示室に江戸時代のはかり

から近・現代の歴史的な計量器を展示､公開する。

正しい計量管理のための普及・啓発、情報提供

を実施する。 

 

  適正計量の普及・啓発  

正しい計量管理のための普及・啓発、情報提供

を実施する。 

 

① 計量管理強調月間運動 

② 正量取引強調月間運動 

③ 計量推進大会 

④ 計測技術講習会 

⑤ 計量教室 

⑥ 商品量目協働試買テスト事業 

 

 

 

 

 

  特定計量器（はかり・各種メーター類）の立入検査等 

立入検査等実績 

 事業者数 検査等件数 適正件数 適正率(%)

はかり 93 370 340 91.9

有効期間のある

特定計量器 
72 672,715 672,546 99.97

合 計 165 673,085 672,886 99.97

※有効期間のある特定計量器：電気・水道・ガス

メーター・燃料油メーターなど 

 

  商品量目立入検査 

立入検査実績 

事業者数 検査件数 適正件数 適正率(%)

93 2,032 1,966 96.8

※全国一斉量目立入検査、大規模生産事業所立入検

査、他（臨時）。 

 

 

  商品量目試買検査 

試買検査実績 

事業者数 検査件数 適正件数 適正率(%)

12 126 126 100

 

  計量展示室の公開 

来場者数 約２，０００人 

 

 

 

  適正計量の普及・啓発 

市内事業所の計量管理及び品質管理の推進を図

るため、計量管理強調月間運動の展開、講演会及

び研究発表会等を実施した。 

① 計量管理強調月間運動 １１月１日～３０日 

② 正量取引強調月間運動    ７月・１２月 

③ 計量推進大会        受講者３２人 

④ 計測技術講習会       受講者２０人 

⑤ 計量教室          受講者４５人 

⑥ 講演会               ２回 

⑦ 工場・施設見学会          ２回 

⑧ 機関誌「川崎計管」の発行      ３回 
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Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止 

平 成 ２７ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２６ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

３ 不適正な取引行為の禁止（経済労働局） 

  事業者との情報交換 

販売業者等と情報交換を行うとともに、法令等

の遵守を指導する。 

 

  不適正な取引行為の禁止 

事業者と消費者との間の取引行為について、契

約の勧誘から履行終了に至るまでの段階を７つ

の類型に分けて「不適正な取引行為」と定め、事

業者にこうした行為を禁止しており、行為を行っ

ている疑いがあると認めるときは実態を調査し、

改善するよう指導する。 

 

  被害拡大防止及び未然防止 

広域的な消費者被害の拡大防止及び未然防止

を図るために、近隣自治体や関係機関と協議し連

携に努める。 

 

 

３ 不適正な取引行為の禁止 

  事業者との情報交換 

事業活動の適正化に向けて、販売業者等との情

報交換を行った。 

 

  不適正な取引行為の禁止 

神奈川県・３政令市による事業者指導担当者会

議に出席し、情報収集・情報交換を行い、協議し

たところ、指導に至った事業者はなかった。 

 

 

 

 

  被害拡大防止及び未然防止 

近隣自治体及び関係機関との連携により、広域

的な消費者被害の拡大防止及び未然防止に努め

た。 
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